
定住目的で住宅を新築、または新築建売住宅を購入する場合に取得費用の一部を支援します。
◉対象者の要件
　申請日に▷世帯主の年齢が18歳以上45歳以下であること　▷世帯員を含め他に所有する住宅がないこと
　▷町が実施する定住支援事業を受けていないこと　▷行政区に加入している人（予定含）
　▷地方税などの滞納がないこと　▷住宅取得に関する契約締結日から６か月以内　など
◉支援金額

※詳しい要件や支援金内容、申請方法などは問い合わせください。

空き家・地バンク制度とは

　「空き家・空き地を誰かに売りたい、
貸したい人」や「空き家・空き地を買い
たい、借りたい人」の情報登録を行い、
相互をマッチングさせる制度です。空
き家の物件登録者には片付け支援、登
録推進謝礼、仲介手数料支援の支援事
業もあります。

空き家・地バンクへの登録

◉「売りたい」「貸したい」人は
▶物件を登録する
　空き家、空き地の登記簿上の所有者
　で、登録する空き家の売買または貸
　借などを行うことができる人が登録
　できます。
※農地のみの登録はできません。
◉「住みたい」「建てたい」人は
▶利用者登録をする
　登録には、地方税などの滞納がない
　こと、暴力団構成員でないなどのほ
　か、添田町の自然環境、生活文化な
　どに対する理解を深め、隣組に加入
　し地域の皆さんと協調して生活でき
　ることが要件となります。詳しくは
　問い合せください。
※農地付き空き家は、取得した人が耕
作できることが条件となり
ます。

交渉
契約

空き家 ・空き地バンクの
利用で次のステージへ

売りたい・貸したい、買いたい・借りたいに応える

空き家・空き地バンクの詳細はコチラから↑

定住目的で二親等以外の人から空き家住宅を購入し、リノベーション（間取りの変更など大規模な改修
工事）を行う場合に費用の一部を支援します。なお、相続での取得は対象となりません。
◉対象者の要件
　▷空き家購入から６か月以内　▷リノベーションに係る契約を行う人が、対象の住宅・宅地の登記簿上
　の所有者　▷町内に他に所有する住宅がないこと　▷町が実施する定住支援事業を受けていな
　いこと　▷行政区に加入している人（予定含）　▷地方税などの滞納がないこと　など
◉支援金額

※詳しい要件や支援金内容、申請方法などは問い合わせください。

　添田町では、町内の空き家・空き地の利活用と中古
住宅の流通促進を目的に、空き家などの発生や増加を
抑制し定住促進と住環境の改善を図るために、空き家・
空き地バンク事業を実施し、支援を行っています。

◉片付け支援（空き家のみ）
空き家バンクに登録するにあたり、
　物件の家財の片付けを支援します
▶対象者
　▷補修が少なく、すぐに住める空き
　家の所有者　▷片付けを行った物件
　を「添田町空き家バンク」に２年以
　上登録できる人　など
▶支援金　上限100,000円
◉登録推進謝礼（空き家のみ）
▶登録者へ謝礼
10,000円分の添田町お買物券　
▶紹介者へ謝礼
5,000円分の添田町お買物券　
◉仲介手数料支援（空き家のみ）
　空き家バンクを利用した売買・賃貸
　で仲介手数料を支援します
▶支援金　上限54,000円
※上記支援・謝礼には要件があります。
詳しくは問い合わせください。

合併処理浄化槽設置費用の一部を補助しています。既存の住宅の単独浄化槽、またはくみ取り便槽を撤
去し、合併浄化槽へ転換するときは、その撤去費用と宅内配管設置費用も補助対象になります。
◉対象者の要件
　添田町に住所を有し、または有する予定で、申請者が居住する専用住宅に合併処理浄化槽を設置しよう
　とする人。地方税などの滞納がある人など対象とならない場合もありますので、申請前に問
　い合わせください
◉補助金額

◉申請受付期限　９月30日㈬
※詳しい要件や支援金内容、申請方法などは役場福祉環境課（☎82-1232）まで問い合わせください。

空き家に関連する支援空

物
件
登
録

利
用
登
録

空き家・地を町公式ホームページで公開

売りたい・貸したい 買いたい・借りたい

区分 要件 交付額

支援金   住宅を新築、または新築建売住宅を購入   建設費、または購入費の10％
  （限度額100万円、1,000円未満切捨）

加算金
次の要件に該
当するときに
支援金に加算

  ▷町内の建設業者を利用　▷福岡県産材（柱30本以
  上）を使用　▷多世帯同居住宅　▷国内災害被災者

  建設費、または購入費の10％
  （限度額30万円、1,000円未満切捨）

  18歳以下の子どものいる子育て世帯   建設費、または購入費の10％
  （限度額50万円、1,000円未満切捨）

◉申

空 空

区分 要件 交付額

支援金   リノベーション（大規模な改修工事）を行う   リノベーション費用の50％
  （限度額100万円、1,000円未満切捨）

加算金
次の要件に該
当するときに
支援金に加算

  ▷町内の建設業者を利用　▷福岡県産材（柱30本以
  上）を使用　▷多世帯同居住宅　▷国内災害被災者

  リノベーション費用の50％
  （限度額30万円、1,000円未満切捨）

  18歳以下の子どものいる子育て世帯    リノベーション費用の50％
  （限度額50万円、1,000円未満切捨）

経費区分 補助区分 補助額 経費区分 補助区分 補助額

合併処理
浄化槽の
設置費

  ５人槽   415,000円
撤去費と
宅内配管

  既存の単独浄化槽の撤去費   150,000円

  ７人槽   517,000円   既存のくみ取便槽の撤去費   120,000円

  10人槽   685,000円   撤去に伴う宅内配管設置費   330,000円

連絡調整

若者定住促進新築支援事業の詳細は町公式ホームページで確認→

定住促進リノベーション支援事業の詳細は町公式ホームページで確認→

添田町浄化槽整備事業補助金の詳細は町公式ホームページで確認→

問 役場まちづくり課まちづくり推進係（☎82-5965）

広報そえだ（令和 8年５月号）　２３　広報そえだ（令和 8年５月号）


